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平成 28年 6月 28日 

 

 

平成 28年度独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構調達等合理化計画 

 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25日総務大臣決

定）に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、事務・事業の特性を踏まえ、

ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に

取り組むため、平成 28年度独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構調達等合理化計画を以

下のとおり定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１）当機構における平成 27年度の契約状況は、表１のようになっており、契約件数は 1,164件、

契約金額は3,103億円である。また、競争性のある契約は612件（52.6％）、2,389億円（77.0％）、

競争性のない随意契約は 552件（47.4％）、714億円（23.0％）となっている。 

平成 26年度と比較して、競争性のない随意契約は件数・金額ともに小さくなっている（件

数は 4.8％の減、金額は 21.0％の減）が、主に件数については共有船の建造並びに鉄道建設

工事に係る電気料金、通信回線の契約等及び地方公共団体等への委託業務等が減少したこと、

金額については共有船の建造及び鉄道事業者の営業線内で施工する委託工事が減少したこと

によるものである。 

なお、平成 26 年度及び平成 27 年度における競争性のない随意契約の内訳は図１のとおり

であるが、これらはいずれもその性質上、競争性のない随意契約によらざるを得ないもので

ある。 

 

表１ 平成27年度の当機構の調達全体像                 （単位：件、億円） 

 平成26年度 平成27年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
(42.3%) 

539 

(58.2%) 

1,324 

(41.7%) 

485 

(76.2%) 

2,364 

(△10.0%) 

△54 

(78.5%) 

1,040 

企画競争・公募 
(12.2%) 

156 

(2.0%) 

46 

(10.9%) 

127 

(0.8%) 

25 

(△18.6%) 

△29 

(△45.7%) 

△21 

競争性のある

契約（小計） 

(54.5%) 

695 

(60.3%) 

1,371 

(52.6%) 

612 

(77.0%) 

2,389 

(△11.9%) 

△83 

(74.3%) 

1,018 

競争性のない

随意契約 

(45.5%) 

580 

(39.7%) 

904 

(47.4%) 

552 

(23.0%) 

714 

(△4.8%) 

△28 

(△21.0%) 

△190 

合 計 
(100%) 

1,275 

(100%) 

2,275 

(100%) 

1,164 

(100%) 

3,103 

(△8.7%) 

△111 

(36.4%) 

828 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）比較増△減の（ ）書きは、平成 27年度の対 26年度伸率である。 

（注３）少額随意契約は含まない。 
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リース等(５件）

レール等調達委託(２件）

ＪＲ等委託(４４件）

船舶建造(２４件）

借地等(４０件）

国等委託(２１件）

ＪＲ等委託
(４６３億円）

船舶建造
(１８７億円）

その他(６４億円）

事務所等賃貸借等

(３０９件）

公共料金(７８件）

借地等(３５件）

事務所等賃貸借等
(３４１件）

その他(５７件）

国等委託(８件）

レール等調達委託(0.2億円）

その他(６０件）

ＪＲ等委託
(５０４億円）

その他(７５億円）

船舶建造
(３２５億円）

リース等(８件）

ＪＲ等委託(４５件）

船舶建造(１４件）

公共料金(４１件）

リース等（0.1億円）

リース等（0.2億円）

【件数ベース】                 【金額ベース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度      平成 27年度         平成 26年度      平成 27年度 

580件          552件           904億円         714億円 

 

（注）少額随意契約は含まない。 

 

図１ 平成 26年度及び平成 27年度における競争性のない随意契約の内訳 

 

（２）当機構における平成 27年度の一者応札・応募の状況は、表２のようになっており、契約件

数は 172件（28.1％）、契約金額は 244億円（10.2％）である。 

前年度と比較して、一者応札・応募による契約の割合が件数・金額ともに小さくなってい

る（件数は 29.2％の減、金額は 39.8％の減）が、主に件数については各地方機関における技

術業務委託等及び自動車管理業務委託並びに北陸新幹線（長野・金沢間）のしゅん功・開業

に伴う調査業務（財産整理や環境対策など）で一者応札となったものが減少したこと、金額

については北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）及び九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の

大規模工事で一者応札となったものが減少したこと並びに北海道新幹線（新函館北斗・札幌

間）の大規模工事において一者応札となったものがなかったことによるものである。 

 

表２ 平成27年度の当機構の一者応札・応募状況                       （単位：件、億円） 

 平成26年度 平成27年度 比較増△減 

２者以上 
件数 452 (65.0%) 440 (71.9%) △12 ( △2.7%) 

金額 966 (70.5%) 2,145 (89.8%)  1,179 ( 122.0%) 

１者以下 
件数 243 (35.0%) 172 (28.1%) △71 (△29.2%) 

金額 405 (29.5%) 244 (10.2%) △161 (△39.8%) 

合 計 
件数 695  (100%) 612  (100%) △83 (△11.9%) 

金額 1,371  (100%) 2,389  (100%) 1,018 (  74.3%) 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注３）比較増△減の（ ）書きは、平成 27年度の対 26年度伸率である。 
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（３）当機構における平成 27年度契約の件数及び金額の内訳を示すと、図２のとおりである。 

 

【件数ベース】                               【金額ベース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 1,164件                   合計 3,103億円 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

図２ 平成 27年度契約の件数及び金額の内訳 

 

２．重点的に取り組む分野 

上記１の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、下記の各分野について、それぞれの

状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めることとする。 

（１）鉄道建設工事に関する調達【当該取組の実施状況】 

鉄道建設工事に関する調達では、透明性・公正な競争を確保する観点から一般競争入札を

実施する一方で、低価格入札の増加に伴う公共工事の品質低下に関する懸念が顕著となる中、

平成 17年の公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布・施行を踏まえ、公共工事の品質

確保を促進するために総合評価方式の適用を拡大してきた。 

現在では、ほぼ全ての鉄道建設工事において一般競争の総合評価方式及び価格競争方式を

適用している。 

平成 28年度も引き続き、これらの方式を実施していく。 

 

（参考）平成 27年度の当機構の鉄道建設工事の契約件数及び金額   （単位：件数、％、億円） 

27年度 

実績 

工事全体 

（割合は、下の合計に占める割合） 

うち総合評価 

（割合は、左の工事全体に占める割合） 

件数 金額 件数 金額 

 割合  割合  割合  割合 

競

争

入

札 

一般競争 52 100％ 2,254 100％ 41 79％ 2,247 99％ 

指名競争 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 

小 計 52 100％ 2,254 100％ 41 79％ 2,247 99％ 

随意契約 0 0％ 0 0％ － － － － 

合 計 52 100％ 2,254 100% － － － － 
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（注１）金額は当初契約金額である。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

 

総合評価方式における技術提案等の評価について、外部有識者を交えた総合評価審査委員

会小委員会において検証を行うことにより、引き続き中立かつ公正な調達に努める。 

また、総合評価方式については、技術提案の評価を重点とする標準型と、企業の技術力の

評価を重点とする簡易型により発注しているところである。このうち、標準型については技

術提案の作成・審査に係る競争参加者、発注者双方の事務手続きの負担増大などが課題とな

っていたことから、平成 28年度も引き続き、工事の品質を確保しつつ、入札契約手続事務の

効率化を推進する。 

 

（２）情報システム関係に関する調達 

   情報システム関係に関する調達としては、①情報ネットワークシステム管理業務（サポー

トデスク業務）、②パソコン・サーバ調達、③ソフトウェア調達、④各種業務システムの開発・

保守の調達がある。 

   このうち、①の情報ネットワークシステム管理業務については、前年度に市場化テスト案

件として調達が完了したことから、今年度は、②パソコン・サーバ調達、③ソフトウェア調

達、④各種業務システムの開発・保守の調達について、品質確保の視点を持ちつつ、競争性

の向上とコスト縮減を図ることが重要であるため、下記の事項について重点的に取り組むこ

ととする。 

 

○パソコン・サーバ及びＣＡＤソフトの本社一括調達【当該取組の実施状況】 

 これまで、パソコン・サーバ及びＣＡＤソフトについては、本社及び各地方機関毎に調達

を行ってきたが、これらについては全国的に同一仕様としているため、今年度から本社一括

調達を導入し、更なるコスト縮減を目指す。 

なお、必要とする時期やローカル的理由により、一括調達に含めることが困難なものがあ

る場合においても、極力こうした個別調達となるものの減少に努める。 

 

○各種業務システムの開発・保守に係る経費に関するＣＩＯ補佐官による評価の強化 

【当該取組の実施状況】 

   当機構の業務システムは多岐に亘るが、毎年の保守業務に加え、改良・開発業務を行って

おり、必要となる経費も大小様々である。これらの必要性及び費用対効果についてＣＩＯ補

佐官による評価を引き続き強化することにより、更なる総合的なコスト縮減を目指す。 

具体的には、ＣＩＯ補佐官から各業務システム担当者に対し、システム改修に係る定量的

な効果の視点を持つことの必要性を説明し、各業務システム担当者は、こうした視点を基に

システム改修を行うことにより、機構全体での情報システムコストの最適化を進めることと

する。 

 

（３）借上宿舎管理に関する調達【当該取組の実施状況】 

   当機構の鉄道建設業務の性質上、職員の転勤が多いことから、各地方機関において借上宿

舎を設置している。借上宿舎の管理業務については、①借上物件の選定及び賃貸借契約手続

き、②異動情報を基にした入居宿舎の決定及び職員への通知、③退去時の確認・修繕等、④
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賃借料、敷金、礼金等の支払手続き、⑤解約時の立会い及び原状回復工事等、新規設置から

解約までの事務が多岐に亘っている。現状においては、これらの業務を担当の職員が都度現

地に赴き、協議する等により対応しており、実施に当たっては、そのための専門知識の習得

を含めて多大な人的コストを要している。そのため、不動産業者とのネットワークを有し、

一連の手続きに関する専門知識・ノウハウ等を備えている社宅管理代行業者にこれらの業務

を委託することにより、事務の合理化を図るとともに業務の質の向上を目指す。 

今年度においては、前年度から開始した北海道新幹線建設局管内の借上宿舎管理業務委託

について引き続き試行を継続し、さらにその費用対効果等について検討を進めることとする。 

 

（４）その他継続的な取組み【当該取組の実施状況】 

   契約監視委員会等により、引き続き、競争性のない随意契約及び一者応札・応募となった

案件を中心に点検、見直しを行う。 

なお、一者応札・応募案件については、公告期間の拡大、資格要件の緩和のほか、必要に

応じて、資料の交付を受けたものの入札に参加しなかった者に参加しなかった理由のヒアリ

ングを実施して契約条件の見直しを検討するなど、引き続き、一層の競争性の確保に努める。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底 

（１）随意契約に関する内部統制の確立【当該取組の実施状況】 

   競争性のない随意契約については、引き続き、契約事務規程等に基づき適切に事務を行う

とともに、契約監視委員会において、随意契約事由及び契約価格の妥当性について事後に点

検を受けることとする。 

 

（２）物品の納品検査の見直し【当該取組の実施状況】 

いわゆる「預け」等の不祥事の発生を未然に防止するため、これまでの物品の納品検査の

運用を見直し、検査員の任命を文書により明らかにするとともに、検査員を当該物品取得等

の請求又は契約の事務を行う箇所以外の者とすることを周知徹底する。 

 

（３）不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組み【当該取組の実施状況】 

北陸新幹線の融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案等の反省に立ち、

調査報告書（平成 26 年 9 月 26 日機構公表）にある再発防止対策の内容に沿って、入札談合

等関与行為等の再発防止に取り組む。 

具体的には、以下の講じた再発防止対策の運用状況についてのフォローアップを継続し、

運用状況を踏まえた見直しを行うことで、引き続き入札談合等関与行為等の再発防止に徹底

的に取り組む。 

・ 契約業務研修の充実 

・ 入札・契約監視機能の強化 

・ 入札契約手続きの見直し 

・ 情報管理の徹底 
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４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一

環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。

主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させるも

のとする。 

 

５．推進体制 

（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、副理事長を委員長とする入札・契約制度検

討委員会により調達等合理化に取り組むものとする。 

第１委員会【物品等】 

委員長 副理事長 

委員長代理 理事長代理 

委員 理事（総務・企画担当）、理事（経理・資金担当）、理事（建設計画担当）、鉄道建

設本部業務・用地統括役、総務部長、企画調査部長、経理資金部長、鉄道建設本

部業務部長 

第２委員会【工事及び役務】 

委員長 副理事長（鉄道建設本部長） 

委員 理事（総務・企画担当）、理事（経理・資金担当）、理事（建設計画担当）、理事（新

幹線担当）、鉄道建設本部業務・用地統括役、同工務統括役、総務部長、経理資金

部長、鉄道建設本部業務部長、同用地部長、同計画部長、同工務部長、同設備部

長、同新幹線部長、同電気部長、同設計技術部長、同建設部長 

 

なお、委員会は上記に掲げる者のほか、必要があるときは臨時に委員を置くことができる

こととする。 

 

（２）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際

の点検を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準（競争性のない随意契約の新

規案件、一者応札・応募案件、２か年度連続の一者応札・応募案件、一定の関係を有する法

人の一者応札・応募案件及び公益法人に対する支出）に該当する個々の契約案件の事後点検

を行い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、当機構のホームページにて公表するもの

とする。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理化計画

の改定を行うものとする。 


